
 
 

 
 
 

 

環境経営レポート 
―環境経営システム（エコアクション 21）－ 

 

 

 

 

 

（２０２３年度版） 
対象期間：2023 年 4 月～2024 年 3 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 年 12 月 

 
一般財団法人 環境イノベーション情報機構 

 
  



 

 
 

 
 

目   次 
 
 

１．組織概要及び対象範囲  

１-１ 組織の概要 ・・・・・・・・・・1 

１-２ 対象範囲 ・・・・・・・・・・2 

１-３ 環境組織図 ・・・・・・・・・・3 

２．環境経営方針 ・・・・・・・・・・4 

３．環境目標と環境活動計画 ・・・・・・・・・・5 

４．環境活動実績と評価、次年度の取組み ・・・・・・・・・・7 

５．環境関連法規等一覧表／遵守評価表 ・・・・・・・・・・10 

６．代表者による全体の評価及び見直し ・・・・・・・・・・12 

 
  



 

1 
 

１．組織概要及び対象範囲 
 
１-１ 組織の概要 
 
（１）名称及び代表者氏名 

   組織の名称：一般財団法人環境イノベーション情報機構 

   代表者氏名：理事長 功刀 正行 
 
（２）目的 

当機構は、環境保全並びに脱炭素社会、循環型社会及び自然共生社会の形成等を目指し、
環境イノベーションの創出に向けた事業の振興を図るとともに広く情報の収集、整備及び
発信を行い、もって健全で持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。 

 
（３）事務所 

主たる事務所：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町３８ 鳥本鋼業ビル３階 
 
（４）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

環境管理責任者：事務局長 野口 竹志 

担当者・連絡先：大久保 茂樹 TEL ：03-5209-7101 FAX ：03-5209-7014 
 
（５）事業内容 
 
１）環境情報提供事業 

①ＥＩＣネット事業 

平成７年度に開設したＥＩＣネット事業は、幅広い層の人々が環境問題への理解を深め、
交流し、環境保全活動を推進するため、国内外のニュース、環境用語解説等多様なコンテ
ンツを発信しています。 

（主なコンテンツ） 

環境風、首長インタビュー、環境用語集、ピックアップ、国内ニュース、海外ニュース、
イベント情報、環境Ｑ＆Ａ、ライブラリ、森づくり宣言プログラム、 

地球温暖化対策情報サイト、COOL CHOICEポスターギャラリー、 

省エネルギー設備導入事例データベース、再生可能エネルギー活用事例データベース、
国民運動「COOL CHOICE」（賢い選択）普及啓発事例集 等 
 

②エコナビ事業 

平成２１年度に開設したエコナビ事業は、主として一般家庭や子供向けの情報提供・交
流事業で、サイトに集まる人々がエコライフの知識を持ち寄り、情報を共有しながらエコ
ライフの実践を通して、恵み豊かな環境をつくるためのコミュニティサイトを運用してい
ます。 

（主なコンテンツ） 



 

2 
 

エコライフガイド、エコレポ、エコライフ検定、エコライフ Q&A、エコ日記、エコ
ニュース、エコイベント、エコキッズ、エコマジックコーナー 等 
 

③その他 

ＥＩＣネット事業及びエコナビ事業の広告事業を実施しています。 
 
２）環境情報整備等請負事業 

様々な環境関係団体等から良質の環境情報が提供されることは環境保全を推進する上で
重要であり、インターネット環境の整備、各種コンテンツの作成、ホームページのリ
ニューアル及び調査研究など環境情報の普及等に資する請負事業を実施しています。 

 
① 国等の請負事業（環境省、独立行政法人等） 

これまで培ってきた環境に関する専門的な知識や経験、技術等を踏まえ、入札等に積極
的に参加し、実施しています。 

 
② 関係団体等の請負事業（関係団体、民間企業等） 

これまで当機構が培ってきたインターネットによる環境保全に関する情報の提供事業の
ノウハウを活かして、関係団体等からの調査及び研究等の事業を実施しています。 

 
③補助金関係コンサルティング事業 

これまで当機構が培ってきた補助事業のノウハウを活かして、国の地球温暖化対策事業
の推進等をサポートするコンサルティング事業を展開しています。 

 
３）地球温暖化対策事業の実施 

国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助事業を実施しています。また、脱炭
素社会の形成等のための各種事業が展開されており、その一端を担うべく、環境支援事業
の公募に積極的に参加し、事業を展開しています。 

 
４）情報セキュリティ対策の強化 

当機構は公益法人としては先駆的にＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）
の認定を取得するなど情報セキュリティ対策に取り組んでいます。 

 
（６）事業規模 

事業収入：2023年度（令和 5年度）決算 13,197,763千円 

従事者数：35.9人（フルタイム換算、2023年度平均） 
 
 

１-２ 対象範囲 
 

当機構の全組織・全活動を対象として、エコアクション 21に取り組み、環境経営システムを
構築、運用、維持します。 
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１-３ 環境組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 役割 

代表者（理事長） 

環境方針の制定・改訂 
全体の評価と見直しを実施 
環境マネジメントシステムの承認 
経営の課題とチャンスの明確化 

環境管理委員会委員長（事務局長） 環境マネジメントシステムに関する実務上の責任者 

環境管理委員会 
環境マネジメントシステムの構築、実施及び運用管理 
エコアクション 21における文書の作成 
環境経営レポートの作成 

運用責任者（部長・審議役） 各部での実施と運用 

運用担当者 
各課での実施と運用 
問題点のチェック及び予防措置の実施 

全職員 
環境方針の確認・理解 
各個人における環境マネジメントシステムの実施 

理事長 

（代表者） 

環境管理委員会 

企画情報部 

（運用責任者） 

常務理事 

事業部 

（運用責任者） 

企画課 

情報調査課 

（運用担当者） 

事業部審議役 

（運用責任者） 

事業部審議役付 

（運用担当者） 
第 1課 

第２課 

（運用担当者） 

総務課 

経理課 

（運用担当者） 

総務部 

（運用責任者） 

専務理事 

事務局長 

（委員長） 
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２．環境経営方針 
 
（１）はじめに 

当機構は、環境保全のための科学技術の知識や考え方を広く社会に発信することを目的に
1989年に設立されました。以来、1997年に環境情報提供システム「EICネット」を、2009

年に身近なエコライフを支援するコミュニティサイト「エコナビ」を開設するなど、環境情
報の提供と情報交流のパイオニアとして活動をつづけております。 

私どもが積み重ねてきた環境情報に関する事業のさらなる進展に加え、2015年 4月以降、
国からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助事業の執行団体として、多くの地方自治体等
と協働しながら活動を展開しております。 

私どもは、「脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会を目指す先駆的・革新的な活動の一
翼を担い社会に貢献する」との目的の下に事業活動を展開し、持続可能な社会の構築に貢献
してまいります。 

これらの実施に向けて、当機構の事業活動に伴う環境負荷のより一層の低減を図るため、
次のとおり環境への取組み方針を定めます。 

 
（２）基本的取組み 

①電気使用量の削減に向けた取組み 

②用紙使用量削減に向けた取組み 

③上水使用量削減に向けた取組み 

④廃棄物の排出削減に向けた取組み 

⑤事務用品のグリーン購入の取組み 

⑥二酸化炭素排出削減等補助事業の執行による支援の取組み 

⑦環境情報提供の推進の取組み 
 

以上について、具体的な環境目標及び環境活動計画を策定し、継続的な改善に努めます。 
 
（３）全役職員への周知と環境関係法令等の遵守 

環境方針及び策定された環境目標、環境活動計画を、役職員、派遣職員、臨時雇用職員な
ど当機構の業務に携わる全ての関係者に周知し、環境目標達成に努めるとともに、関連環境
法令等を遵守します。 
 

（４）環境経営レポートの作成と公表 

環境への取組みを環境経営レポートとしてまとめて公表します。 
 

一般財団法人 環境イノベーション情報機構 

理事長 功刀 正行 

2017（平成 29）年 8月 1日制定 
2023（令和 5）年 6月 29日制定 
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３．環境目標と環境活動計画 
 
環境目標は、当機構の事業活動に伴う環境への負荷や機構で実施されている環境保全に関す

る事業の状況の把握及び評価、計測データの入手可能性、機構による環境負荷低減や事業に関
する管理の可能性などを考慮し、次の取組に関し目標設定を行っています。 
また、機構における環境経営システムへの取組は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までを

単位年度とします。 
 

〔第二期中期経営目標〕 

目   標 
基準年 目 標 年 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

（1）電気使用量の削減 
二酸化炭素削減 

8,183（㎏⁻CO2） 
〔17,714kWh〕 

削減 1％目標 
8,101（㎏⁻CO2） 
〔17,537kWh〕 

削減 2％目標 
8,019（㎏⁻CO2） 
〔17,360kWh〕 

削減 3％目標 
7,938（㎏⁻CO2） 
〔17,183kWh〕 

 1 人当たり 571kWh 565kWh 560kWh 554kWh 
（2）用紙使用量削減に
向けたパフォーマンス
チャージカウント数削
減 

378,183 378,183 378,183 378,183 

（3）上水量削減（㎥） 201.5 200 200 200 

（4）廃棄物の排出削減
(kg) 

858.49 858 858 858 

（5）事務用品のグリー
ン購入の取組 

購入比率 
78.06％ 

増加 1％目標 
78.84％ 

増加 2％目標 
79.62％ 

増加 3％目標 
80.40％ 

（6）環境配慮サービス
の提供 

 
環境省二酸化炭素抑制支援事業等のへの参加と遂行 
EIC ネット会員数の増加 
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〔第二期中期経営活動〕 
（１）電気使用量の削減に向けた取組 

・事務室の照明は、昼休み、残業時等不必要な時は消灯します。 
・OA 機器や家電製品等は、グリーン購入法基本方針に沿って、電気使用量の削減に関する
観点から調達に係る判断の基準に基づいて導入します。 

・空調の適温化（冷房 28度程度、暖房 20度程度）を徹底します。 
・出入口の開放禁止やブラインドの利用等により、熱の出入りを調節します。 
・夏季における軽装（クールビズ）、冬季における重ね着等服装の工夫（ウォームビズ）を
して、冷暖房の使用を抑えます。 

 
（２）用紙使用量削減に向けた取組 

・コピー用紙等の年間使用量の把握し、管理します。 
・会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図ります。 
・各種報告書類の大きさ等の規格の統一化、各種報告書類のページ数・部数が必要最小限の
量となるよう見直します。 

・両面印刷・両面コピーを徹底します。 
・集約印刷の利用等の取組を進めます。 

 
（３）上水使用量削減に向けた取組 

・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水をするよう推奨します。 
・執務室内の張り紙等による上水使用の節減の励行を促します。 
・給湯室への張り紙による上水使用の節減の励行を促します。 
・トイレへの流水音発生器の設置により上水使用の節減の励行を促します。 

 
（４）廃棄物の排出削減に向けた取組 

・包装の簡略化、容器・包装の再使用・再生利用を促します。 
・使い捨て製品の使用や購入を抑制します。 
・エコバッグ等の使用を徹底し、レジ袋等を辞退します。 
・執務室内への張り紙等により、可燃ゴミ削減を呼び掛けます。 
・書類の電子化に努めます。 

 
（５）事務用品のグリーン購入の取組み 

・環境ラベル認定等製品を優先的に購入します。 
・省エネルギー基準適合製品を購入します。 
・コピー用紙、コンピューター用紙、伝票、事務用箋、印刷物、パンフレット、名刺等の紙
について、再生紙または非木材紙のものを購入します。 

 
（６）二酸化炭素排出削減等補助事業の執行による支援の取組 
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・地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備
等導入推進事業を通じ、地球温暖化対策の推進を図ります。 

・ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業を通じ、地球温
暖化対策の推進を図ります。 

・工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT事業）省 CO2更新支援事
業を通じ、地球温暖化対策の推進を図ります。 

 
（７）環境情報提供の推進の取組 

・環境情報ポータルサイト「EICネット」会員の増加に努めます。 
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４．環境活動実績と評価、次年度の取組み 
 
基 準 年：2020年 4月 1日～2021年 3月 31日の 12ヵ月 
活 動 の 対 象 期 間：2023年 4月 1日～2024年 3月 31日の 12ヵ月 
基 準 年 の 実 績：2020年 4月 1日～2021年 3月 31日の 12ヵ月 
 

目   標 
基準年 目 標 値 実 績 値 

評 価 
2020 年度 2023 年評価期間 2023 年活動期間 

(1)電気使用量の削減に向
けた取組 
〔電力の消費量（kWh）〕 

二酸化炭素削減 
8,183（㎏⁻CO2） 
〔17,714kWh〕 

削減 2％目標 
7,938（㎏⁻CO2） 

17,183〔kWh〕 

 
7,918（㎏⁻CO2） 
19,894〔kWh〕 

× 

 1 人当たりの推計値 564kWh 478kWh 554kWh ― 
(2)用紙使用量削減に向け
た取組（パフォーマンス
チャージカウント数） 

378,183 378,183 371,168 ◎ 

(3)上水使用量削減に向け
た取組（m3） 

201.5（m3） 200（m3） 226（m3） × 

(4)廃棄物の排出削減に向
けた取組（㎏） 

858.49（㎏） 858（㎏） 776.53（㎏） ◎ 

(5)事務用品のグリーン購
入の取組（％） 

購入比率 
78.06％ 

増加 2％目標 
80.40％ 

 
56.40％ 

× 

(6)二酸化炭素排出削減等補助事業の執行による支援の取組  

 

①地域レジリエンス・
脱炭素化を同時実現す
る避難施設等への自
立・分散型エネルギー
設備等導入推進 

令和 2年度からの継
続事業 

― 14,525 t-CO2 ― 

 

②ストレージパリティ
の達成に向けた太陽光
発電設備等の価格低減
促進 

令和 2年度からの継
続事業 

― 213,721 t-CO2 ― 

 

③工場・事業場におけ
る先導的な脱炭素化取
組推進事業（SHIFT 事
業）省 CO2 更新支援事
業 

令和 3年度からの継
続事業 

― 33,430 t-CO2 ― 

(7)環境情報ポータルサイ
ト「EIC ネット」会員の
増加の取組 

184 
累計（25,432） 

基準年度程度を 
目指す 

96 
累計（25,844） 

― 

【評価】◎：目標を達成 ○：目標未達成、基準年値は達成 △：目標未達成（２％程度）×：未達成 

注) 電気事業者 CO2 排出係数は 0.398 ㎏⁻CO2/kwh※を使用（東京電力から大多喜ガスに変更） 
※大多喜ガス（株）の令和 4年度調整後排出係数を使用（R6.11.8環境省公表版より） 
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取組の評価 
 
■電気使用量の削減に向けた取組においては基準年度比で約 12.3％増加したが、CO2 排出量については電
気事業者 CO2 排出係数が低減したため、基準年度比で約 3.2％削減となり、排出量目標を達成できた。 

 
■そのほか基準年（2020 年度）からの数値目標を掲げた取組（４指標）の結果は以下のとおりである。 

・用紙使用量削減に向けた取組（基準年度比約 1.9％減） 
・上水使用量削減に向けた取組（基準年度比約 12.2％増） 
・廃棄物の排出削減に向けた取組（基準年度比約 9.5％減） 
・グリーン購入比率の向上に向けた取組（基準年度比約 21.7 ポイント減） 
 

■二酸化炭素排出削減等補助事業の執行による支援の取組については、事業費の予算の範囲で公募、審査を
経て間接補助事業者の採択を行い、補助金の交付決定から精算・確定までの過程を通して、補助目的に
沿った事業の実施を確認し、補助目的どおりの効果を得ることにより、CO2削減に寄与できた。具体的に
は以下のとおり。 

・地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進に
おいては、年間 14,525ｔ-CO2 の削減が達成できた。 

・ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進においては、年間 213,721t-CO2
の削減が達成できた。 

・工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（SHIFT 事業）省 CO2 更新支援事業においては、
年間 33,430t-CO2 の削減が達成できた。 

 
■EICネット会員数は前年比 96人増加した。 
 
■問題点の是正処置及び予防措置も特にありませんでした。 

 
 

次年度の取組み  
 
第二期中期経営計画を５か年に延長することとし、当該計画の目標達成に向けて引き続き活動の継続
及び改善を図るとともに、第三期中期経営計画の策定準備を進めていく。 
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５．環境関連法規等一覧表／遵守評価表（2023年度） 
 
期間中の当該環境関連法令等の違反なし。なお、関係機関からの違反等の指摘もなし。 

 

区分 法 規 名 
遵守 
状況 

環
境
全
般 

環境基本法  
（環境負荷低減・地球環境保全への努力。国の補助事業を通じて国・地方公共団体
の施策に協力） 

○ 

地球温暖化対策の推進に関する法律 
（温室室効果ガス排出抑制の努力。国・地方公共団体の施策に協力） 

○ 

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関
する法律（環境配慮促進法） 

○ 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 
（取組に取り上げグリーン製品購入を図る） 

○ 

東京都環境基本条例 
（環境負荷の低減の努力、公害防止・自然環境保全に必要な措置） 

○ 

廃棄物排出での分別基準はビル管理会社との取り決めルール 
（千代田区再利用計画） 

○ 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 （環境教育促進法） 
（雇用する者に対する環境保全意欲の増進・環境教育の実施の努力、職場における
学生の就業体験等、体験の機会の提供の努力） 

○ 

消費者教育の推進に関する法律 
（国等の消費者教育施策への協カ、消費者教育推進の自主的活動の努力） 

△ 

資源の有効な利用の促進に関する法律 
（製品の長期使用及び再生部品の利用促進） 

○ 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 
（環境負荷低減・公害防止の措置、都の施策に協力） 

○ 
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区
分 法 規 名 遵守 

状況 

廃
棄
物 

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・産業廃棄物処理業者との委託契約の締結 
・産業廃棄物処理業者の許可証の有効期限の確認 
・マニフェストの照合確認（Ａ票の照合確認欄を利用） 
Ａ票の発行から、Ｂ２票（収集運搬が終了後に返却）及びＤ票（中間処理の終
了後に返送）は９０日以内、Ｅ票（最終処分が終了後に返送）は１８０日以内
に返却されない場合は、東京都知事に報告義務 

・紙のマニフェストを発行した場合、翌年度の 6月 30 日までに「産業廃棄物管
理票交付等状況報告書」を東京都に報告義務 

〇千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例 
（千代田区で発生するごみの減量と資源化を促進する 3R（Reduce：発生抑制、

Reuse：再使用、Recycle：再生利用）の取り組みに対応して、以下のようなこ
とを実施している。） 

＜発生抑制＞ 
・会議⽤資料や事務⼿続の⼀層の簡素化 
・各種報告書類の⼤きさ等の規格の統⼀化 
・各種報告書類のページ数・部数の必要最⼩限化 
・両⾯印刷・両⾯コピーを徹底 
・集約印刷の利⽤ 

＜再使用＞ 
・裏紙の再利用 

＜再生利用＞ 
・ビル管理会社基準にしたがいゴミの分別ルールの遵守 
・機密書類などの溶解処理 
（製紙工程を経て板紙やトイレットペーパーとして再生） 

○ 

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 
（特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等の措置への協力） 

△ 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 
（使用済小型電子機掠等を分別に努める） 

△ 

フ
ロ
ン 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
（四半期ごとに異音、外観異常等簡易点検の実施） 

ビル管理
会社実施 

そ
の
他 

消防法（防火管理、消防計画等） ○ 

【遵守状況】〇：適合 △：該当なし ×：不適合  
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６．代表者による全体の評価及び見直し 
 

見 

直 

し 

関 

連 

情 

報 

項目 
 

確認：（コメント記載） 

1 エコアクション 21文書 ☑ 「記録・文書」として作成しました。 

2 環境目標及び目標達成状況 ☑ 継続して取り組みます。 

3 環境活動計画及び取り組み実施状況 ☑ 継続して取り組みます。 

4 環境関連法規要求一覧及び遵守状況 ☑ 「文書・記録」に記載の通りです。 

5 外部コミュニケーション・対応記録 ☑ 外部からの苦情はありませんでした。 

6 問題点の是正・予防措置の実施状況 ☑ 特にありませんでした。 

7
︵
そ
の
他
︶ 

電力使用量については、負荷変動要因
（在籍人員等）の変動と関連付けて要因
の特定を試みる。 

☑ 
在籍人数と電力使用量、１人当たりの推計値
を実績値のとりまとめ、表に加えました。 

補助事業執行及び EIC ネットの会員に
ついては、進捗評価することを検討す
る。 

☑ 実施状況にそって進捗評価しました。 
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代 

表 

者 

に 

よ 

る 

全 

体 

評 

価
・ 

見 

直 

し 

指 

示 

当機構の体制もほぼ整った 2017 年度を基準年に第一期中期経営目標を策定・活動後、コロナ禍に
よる社会の大変革を迎えた 2020 年度を基準年に第二期中期経営目標を定め、エコアクション 21 の更
なる推進に努めてきた。 
だが、令和 5 年 5 月の「新型コロナ第５類移行」を契機に、テレワークや WEB 会議などの利点は

活かしつつもコロナ禍以前の社会活動・働き方に戻りつつある。また、当法人では、二酸化炭素排出
削減等補助事業の執行・支援業務が定着し、職員の増員も図ってきたところである。 
その結果、数値目標のうち、上水道使用量については目標値を達成できなかった。次年度からは職

員一人当たりの数値目標を設定し、併せて評価していく。また、グリーン購入比率については、目標
に届かない状況であることから、今後、更に職員の意識啓発を図り、グリーン購入の増加を目指して
いく。EIC ネットの会員数については、伸び悩みの原因を調べるとともに、EIC が発信すべき情報や
コンテンツの改善の必要性についても検討していく。
今後、第二期中期目標として掲げている①電気使用量削減（二酸化炭素排出量削減）、②用紙使用

量削減、③上水使用量削減、④廃棄物排出削減、⑤事務用品のグリーン購入の取組については、職員
一人当たりの削減量の数値化等を行い、個々の職員がエコアクション 21 の課題を自分事として把握
し、取組の効果を実感することにより、脱炭素につながる持続可能な生活の豊かさを享受する契機と
なるよう、引き続きエコアクション 21 に取り組んでまいりたい。 

令和 6 年 12 月 4 日 
一般財団法人環境イノベーション情報機構 

理事長 㓛刀 正行 

見直し項目 変更の
必要性 

「有」の場合の指示事項等 

1 環境経営方針 有・無 

2 環境目標 有・無 

3 環境活動計画 有・無 

4 環境に関する組織 有・無 

5 その他 有・無 




